
 

令和６年幸手観光写真コンクール実施要綱 

 

１ 趣  旨  幸手の自然・行事・風景など観光用の題材として適した作品 

        を広く募集することにより、幸手市の観光宣伝に役立てる。 

 

２ 主  催  幸手市観光協会 

 

３ 題  材  令和５年９月から令和６年８月の期間に撮影された物で、自

然・風景・行事など観光宣伝に適当と思われる未発表の作品 

 

４ 募  集  ホームページ・チラシ・広報紙への掲載など 

 

５ 締  切  令和６年９月２日（月） ※締切日到着分まで有効。 

 

６ 審  査  専門家及び主催者が審査する 

        最優秀賞 １点 

        優秀賞  ３点 

        佳作   ５点   以上９点 

 

７ 発  表  令和６年１０月中に応募者全員に結果を通知する。 

 

８ 注意事項  応募は１人２点までとする。 

        作品はカラー及びモノクロ、四つ切サイズ及びワイド四つ切 

        サイズとする。 

        入賞作品の原版を事務局に提出。 

        入賞作品の版権は主催者に帰属する。 

        組写真は不可とする。 

 

９ 申込み・問合せ  幸手市観光協会事務局（幸手市役所商工観光課内） 
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